
「那覇市立地適正化計画」の周知について
那覇市　都市計画課より「那覇市立地適正化計画」の周知依頼がありました。

宅地建物取引業法上の重要事項説明に「都市再生特別措置法」に基づく義務（那覇市立地適正化計画　届出制度）が追加されます。

本件については令和2年3月31日に公表を予定しております。

詳しい内容については那覇市　都市計画課HPをご参照ください。

 

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=5983
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/tosi/tosiplan/rittitekiseika_naha.html

